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付属書1 明確な環境改善効果をもたらすグリーンプロジェク

トの判断指針 

国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則において、グリーンボンドの資
金使途となる適格なグリーンプロジェクトは、明確な環境面での便益（clear 
environmental benefits）を有すべきであり、その効果は発行体によって評価さ
れ、可能な場合は、定量的に示されるべきとされている。 

これを踏まえ、グリーンボンドガイドラインにおいては、グリーンボンドにより
調達される資金は、明確な環境改善効果をもたらすグリーンプロジェクトに充当さ
れるべきであること、当該環境改善効果があることは発行体が評価すべきであり、
可能な場合には定量化することが望ましいことが示されている。また、調達資金の
使途を含め、グリーンボンドに対する発行体の対応の適切性の評価は、最終的には
市場における判断に委ねられるものとしている。加えて、グリーンローンガイドラ
インにおいても、同様の構成の下、グリーンローンに対する借り手の対応の適切性
の評価は、最終的にはローンに関わる当事者間における判断に委ねられるものとし
ている。 

持続可能な社会を実現するための方策や経路は多様であるところ、明確な環境改
善効果を持つ適格なグリーンプロジェクトであるかどうかについて、資金調達者が
自ら事前評価を行うに当たって参照することができる観点として、以下のような点
が考えられる。 

下記の観点については、あくまで明確な環境改善効果の判断に当たって参照し得
るものであり、その全てを満たさなければグリーンプロジェクトと評価できない訳
ではなく、案件の性質に応じ、それぞれの観点からの評価を踏まえて総合的に判断
することが望ましい。また、環境改善効果やネガティブな環境効果については、ライフサイク

ル全体を考慮して判断することが重要である。 
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【グリーンプロジェクトの判断の観点】 

① プロジェクトの実施により実現するアウトプットが当該グリーンボンド/ローンを通じて実現

しようとする環境面での目標（ポジティブインパクト）につながることが論理的に説明できる

こと 

② 「BAU:Business as Usual（当該プロジェクトを実施しない場合、もしくは成り行きの場合）」

との比較で環境改善効果の測定に係る指標が明確に改善することが見込まれる、又は、気候変

動緩和の分野における再生可能エネルギー設備の導入など、社会経済状況に鑑みて当該分野

で明らかに環境改善効果が期待できるプロジェクトであるなど、プロジェクト実施による環

境改善が客観的に明らかであること 

③ グローバルレベル、又は資金調達者が所在する又はプロジェクトを実施する国、地域若しくは

セクター単位で、プロジェクトの実施により実現しようとする環境面での目標に関し⾧期的

な目標が存在する場合に（例えば、我が国における2050年カーボンニュートラルの実現）、対

象プロジェクトの実施と当該⾧期的な目標の達成との間に原則として整合性があり、かつ、明

らかな不整合が生じないこと 

④ プロジェクト実施により、本来目的とする環境改善効果とは別に、付随的にもたらされるおそ

れがあるネガティブな効果を特定し、かつ、それを緩和・管理するプロセスを有していること 

 

また、こうした点を踏まえつつ、グリーンプロジェクトに関し、具体的な資金使
途、環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例、ネガティブな環境効果の例示
について、国内外の知見や発行実績等を踏まえ、以降に一覧表（以下「グリーンリ
スト」という。）として整理している。グリーンリストに記載の内容は、ICMAのグ
リーンボンド原則において示されている資金使途の例示の分類を元に、国内の状況
を踏まえグリーンプロジェクトとして整理され得るものを例示したものであり、い
ずれの項目に関しても、包括的な分類を意図したものではなく、ここに記載の内容
に限定されるものではない。現時点でグリーンリストに明示的に含まれていない事
業を含め、上記の判断の観点を参照しつつ、判断の分かれうるものについては発行
体において個別に評価することが必要である。また、今後のグリーンプロジェクト
への該当性については、幅広い市場の声や国際的な取扱いの動向についても注視を
しながら検討することが必要である。環境改善効果については、グリーンボンド及
びグリーンローンガイドラインのレポーティングに関する項目に記載されていると
おり、透明性の観点から、期待される環境改善効果又は実際に達成された環境改善
効果について開示されることが重要である。その開示に当たっては、可能な場合に
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は定量的な指標が用いられ、その算定方法や前提条件とともに示されることが望ま
しい。投資家・金融機関が自らの投資先の温室効果ガス排出量を算定し、ネットゼ
ロを目指していく国内外の動き等もあり、トランジション・ファイナンスも含め、
「枠組み」が整備されていく中、グリーンボンド/ローンとして発行されるものであ
っても、クライメート・トランジション・ファイナンスの要素を市場から求められ
る場合があることにも留意が必要である。トランジション・ファイナンスとして要
求される要素は、国際資本市場協会（ICMA）「クライメート・トランジション・フ
ァイナンス・ハンドブック」及び金融庁・経済産業省・環境省「クライメート・ト
ランジション・ファイナンスに関する基本指針」を参照すること。温室効果ガスの
排出を抑制するプロジェクトについては、一定期間固定化して温室効果ガスが排出
される（カーボン・ロックインの）リスクも踏まえ、⾧期的な目標との明らかな不
整合が生じないよう留意が必要となる。 

加えて、ネガティブな効果に関する指標に関しては、環境面からのネガティブな
効果として想定される主要なものを列挙したものであり、事業内容等によっては、
これら以外の環境面からのネガティブな効果もありうるほか、社会面からのネガテ
ィブな効果等も想定されることから、個別事例に応じて検討することが重要であ
る。資金提供者においても、提供した資金の使途となるグリーンプロジェクトが、
期待される環境改善効果以外のネガティブな効果をもたらすことがないか、環境関
連のみならず各種関係法令の遵守や地域共生への配慮がなされているか留意するこ
とが必要となる。プロジェクト実施に伴うネガティブな環境面、社会面の効果を特
定、緩和、管理する際には、国内外の関連する指針や制度等を参照しながら進める
ことが考えられる。例えば、経済開発協力機構（OECD）が策定した「責任ある企
業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」及びそれを参考に環境省が
策定した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門」1は、社会面

 
1下記を参照されたい。 

・ 責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス（日本語版） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000486014.pdf 

・ バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門～OECD ガイダンスを参考に～ 

https://www.env.go.jp/content/900497033.pdf 

・ バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門 ～環境マネジメントシステム（EMS）を活

用した環境デュー・ディリジェンスの実践～ 

https://www.env.go.jp/content/000131115.pdf 
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を含めたネガティブな効果全体を特定、緩和、管理する際に参照し得る考え方であ
る。また、一定規模以上のプロジェクトについて、環境面からのネガティブな効果
の把握に当たり参照し得る考え方として、環境影響評価法における環境影響評価の
項目がある2,3。環境影響評価の項目は、環境要素（大気環境や水環境といった環境
の自然的構成要素の良好な状態の保持、生物の多様性の確保及び自然環境の体系的
保全、環境への負荷等）と事業段階（工事、存在・供用）の組み合わせからなり、
事業内容に応じた環境影響評価の対象項目を検討するものである。さらに、地方公
共団体が独自に環境影響評価条例等を定めている場合もあり、プロジェクトの規
模・実施場所に応じて参照することが必要となる。5こうした考え方を参考にした上
で、グリーンプロジェクトにおいて市場で考慮されるネガティブな効果を踏まえつ
つ（調達段階や廃棄段階を含めたライフサイクル全体への影響を含めることが考え
られる）、個別事例に応じたネガティブな効果を特定、緩和、管理することが重要で
ある。 

加えて、グリーンプロジェクトによっては、他の環境目的や経済・社会へ相乗効
果をもたらすことが考えられる。単一のグリーンプロジェクトが複数の社会課題の解決に寄

与する可能性や複数の環境改善効果を創出する可能性がある場合、複数の指標を用いて環

境改善効果等を多面的に評価することが望ましい。ネットゼロ、循環経済、ネイチャーポ
ジティブ経済の統合的な実現を目指すため、上述のネガティブな効果のみならず、
グリーンプロジェクトが持つ相乗効果にも目を向けていくことが重要である。 
なお、本リストの例示に関しては、国内外の発行事例の蓄積や知見の集積、加速度
的に変化する国際的な動向等を踏まえ、継続的に見直していくものとする。

 
2 環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となる事業は道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの 13 種

類の事業である。 

環境影響評価情報支援ネットワーク 環境アセスメント制度のあらまし（パンフレット） 

https://assess.env.go.jp/1_seido/1-2_aramashi/index.html 
3 環境影響評価法に基づく基本的事項（環境庁告示第八十七号） 

https://assess.env.go.jp/files/1_seido/1-3_horei/honbun260627-1.pdf 
5 例えば再生可能エネルギーに関する事業の実施においては資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドラインも参

考にすることができる。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_legal.html  
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別表（通称:グリーンリスト） 
 
グリーンリスト全体に係る注意事項 
①環境改善効果を算出する際の具体的な指標に用いる値に関しては、絶対量を原則としつつ、守秘義務契約や競争上の配慮の観点より公開可能な情報に制限

がある場合や事業内容等によって原単位や変化量等が適切な場合もあるため、個別事例に応じて判断することが必要。 
②温室効果ガス排出削減に向けて実施すべき措置を確認する場合には、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 25 条に基づ

く排出削減等指針等において定められる対策を参照のこと。 
③グリーンプロジェクトには、資産、投資、研究開発・実証を含むその他の関連的支出や付随的支出が含まれる。 
④グリーンイネーブリングプロジェクト（GEP）とは、グリーンプロジェクトのバリューチェーンで重要な役割を果たすものの、それ自体では明確にグリーンとは位置付けられ

ないプロジェクトを指し、たとえそのプロジェクト自体が直接的な環境目的を達成しない場合でも、グリーンプロジェクトのバリューチェーンに（とりわけその成立、製造、
実施又はスケールアップに関連して）必要な要素である。そのため本リストでは大分類にかかわらずグリーンプロジェクトの環境改善に貢献する GEP を認識してい
る。GEP の資金を調達する場合、ICMA の「グリーンイネーブリングプロジェクトガイダンス文書」を参照し、資金調達を行うことも可能である。また補助的な資料とし
て環境省「グリーンプロジェクトに寄与する事業の考え方」がある。 
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大分類１ 再生可能エネルギーに関する事業（発電、送電、機器を含む。） 

 
 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例  ネガティブな環境効果の例 

1-1 太陽光、風力（洋上を含む。）、水力、バイオ

マス（持続可能性が確認されたもの又は廃棄

物由来のものに限る。）、地熱、波力・潮力等

の海洋再生可能エネルギー等の再生可能エネ

ルギーにより発電を行う事業 

 CO2 排出量の削減量や回避された量（t-CO2）※ 

※事業を実施しなかった場合若しくは成り行きの場合に想定される CO2 排出量

（t-CO2）と事業実施後の CO2 排出量（t-CO2）を比較して算出 

 事業で建設された施設による再生可能エネルギー発電の電力量（GWh） 

 製造工程における再生可能エネルギー利用率（%）※ 

※製造工程における再生可能エネルギー利用率（総エネルギー使用量に占める

再生可能エネルギー使用量）を、事業実施前後で比較 

 事業で建設された施設による再生可能エネルギー発電の容量（GW） 

 

【太陽光】 

 土地造成や自然斜面への設置による地表面の浸食等による崩壊、濁水の発生、

パワーコンディショナ等の附帯設備からの騒音 

 パネルの反射光による影響 

 景観への悪影響 

 土地の改変による重要な動植物の生息・生育環境の縮小 

 発電設備の放置・不適正処理による悪影響、埋立処分の増加 等 

【風力（陸上）】 

 風力発電機の稼働による騒音 

 風車の影 

 鳥類のバードストライクや採餌や繁殖活動への影響 

 景観への影響 

 土地の改変による重要な動植物の生息・生育環境の縮小 

（洋上風力の場合には以下の点にも留意が必要） 

 海域生態系の変化 

 海生生物への影響 等 

【水力】 

 貯水池の水の汚れや富栄養化 

 土地の改変による重要な動植物の生息・生育環境の縮小 等 

【バイオマス】 

 バイオマス燃料のライフサイクル全体における温室効果ガス排出量の増加 

 施設や搬入用車両からの騒音、排ガスによる大気汚染 

 違法伐採、泥炭地開発等の土地利用変化や間接的土地利用変化等の燃料生

産地における環境への悪影響 

 施設からの排水による水質汚濁、温排水による海域生態系への悪影響、燃料保

管時の悪臭、食料競合 等 

【地熱】 

 硫化水素の臭気等による影響、温泉への影響 等 

【地中熱】 

 地下水を汲み上げる場合、地下水・地盤条件によっては地盤沈下の恐れ 等 

【全体】 

 機器の製造過程において発生する有害化学物質等の一般環境への排出 

 工事に伴う濁水、騒音、振動など周辺への悪影響 

 人と自然との触れ合いの活動の場（公園、登山道等）への影響 等 

1-2 再生可能エネルギーにより発電された電気を送

電する送電線や貯蔵する蓄電池等を設置し、

維持管理、需給調整、エネルギー貯蔵等を行う

事業 

1-3 太陽熱、地中熱等の再生可能エネルギー熱利

用を行う事業 

 

1-4 太陽光パネル、送電線、蓄電池等の再生可能

エネルギーに関する事業にて使用される機器を

製造する事業 

 

1-5 事務所、工場、店舗、住宅等で使用する電力

の一部又は全てに再生可能エネルギーを使用す

る事業（農林漁業関連施設、上下水道施

設、データセンター等における事業を含む。） 

1-6 再生可能エネルギーに資する ICT ソリューション

（維持管理システム、運用システム、最適需給

調整等）を提供する事業 
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 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例  ネガティブな環境効果の例 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 
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大分類２ 省エネルギーに関する事業（省エネルギー性能の高い建築物の新築、建築物の省エネルギー改修、エネルギー貯蔵、地域冷暖房、スマートグリッド、機

器を含む。） 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

2-1 事務所、工場、店舗、住宅等について、省エネ

ルギー性能の高い建築物の新築又は改修を行

う事業（断熱改修、環境認証取得に関わるも

の、農林漁業関連施設、上下水道施設、デー

タセンター等における事業を含む。） 

 

 CO2 排出量の削減量（t-CO2）※ 

※事業を実施しなかった場合に想定されるエネルギー使用量（MJ 等）と事業実

施後のエネルギー使用量の差分として算出される削減量に CO2 排出係数（t-

CO2/MJ 等）を乗じて算出 

 エネルギー使用量の削減量（MJ 等）※ 

※事業を実施しなかった場合に想定されるエネルギー使用量（MJ 等）と、事業実

施後のエネルギー使用量（MJ 等）を比較して算出 

 事業に係る建築物に関し取得した BELS、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス）、GX ZEH、GX ZEH-M、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）等の環境認

証の種類と評価 

 導入した省エネルギー設備（例:LED 照明や高効率冷凍空調機器、ヒートポン

プ機器、高効率ボイラー）や省エネルギー製品の数 

 データセンター等におけるエネルギー効率（PUE） 

 工事に伴う騒音、振動、光害など周辺への悪影響、アスベスト等の有害廃棄物の

飛散 

 交換前の機器や設備の不適正処理による悪影響 

 通信技術等の運用時を含むライフサイクル全体におけるエネルギー使用量の増加  

 施設の新設・増設に伴う土地造成による生態系への悪影響 等 
 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 
2-2 事務所、工場、店舗、住宅等に省エネルギー性

能の高い機器や設備を導入する事業（農林漁

業関連施設、上下水道施設、データセンター等

における事業を含む。） 

2-3 エネルギー貯蔵、地域冷暖房、スマートグリッド

等のエネルギーの面的な有効活用に関する設備

を導入する事業 

2-4 省エネルギーに資する ICT ソリューション

（FEMS BEMS、HEMS、CEMS、ITS、サプラ

イチェーンマネジメント等）の提供や省エネルギー

性能の高い通信技術の導入に関する事業 

※2-1 に記載されている省エネルギー性能の高い建築物の新築又は改修のうち環境認証を取得するものについては、実務上 10-1 の一部として含まれる場合がある。  
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大分類３ 汚染の防止と管理に関する事業（排水処理、温室効果ガスの排出抑制、土壌汚染対策、廃棄物の 3R や熱回収、これらに関連する環境モニタリング

を含む。） 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

3-1 資源循環、廃棄物の３R や熱回収に関する事

業: 

循環経済の実現にあたって、資源確保段階、生

産段階、流通段階、使用段階、廃棄段階の各

段階において、ライフサイクル全体での最適化を

図る事業（省資源・⾧寿命製品の設計・製

造、再生材や再生可能資源等の環境負荷低

減効果のある素材の利用、製造事業者等によ

る再生材の積極的な利用とリサイクル事業者等

による再生材の供給といった動静脈連携（製造

業・小売業などの動脈産業と廃棄物処理・リサ

イクル業など静脈産業の有機的な連携）、食

品ロス削減、廃棄物等の高度な回収・処理（リ

サイクル推進施設及びエネルギー回収型廃棄物

処理施設）を含む。） 

 事業実施により削減される埋立処分量（t）※ 

※事業を実施しなかった場合に想定される埋立処分量（t）と事業実施後の埋立

処分量（t）を比較して算出 

 廃棄物等のうちリサイクルされるものの割合（％） 

 事業において発生する資材等のリサイクル率（％） 

 事業実施前後での廃棄物発生量の削減量（t） 

 埋立又は焼却される副産物や廃棄物等の削減率（％） 

 再生可能資源の使用割合（％） 

 再生・再使用種別（リユース、リペア、リサイクル、再製造、など）の資源の回収・

循環の割合（％） 

 収益に対する原材料投入量の総量（t/円） 

 CO2 排出量の削減量（t-CO2） 

 事業による生態系への悪影響 

 有害化学物質の飛散や流出、不適正処理等による悪影響 

 廃棄物や汚染土壌の処理に伴う排ガスによる大気汚染、廃水による水質汚濁 

 非効率なリサイクルによるライフサイクルで見た温室効果ガス排出等の環境負荷の

増大 

 一部構成素材のリサイクル率向上による製品ライフサイクル全体での単純焼却や

埋立となる廃棄物の増加 

 重金属等の有害化学物質を含む汚泥の不適正処理による悪影響 

 汚染土壌の不適正処理による悪影響 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

3-2 有害化学物質等の漏えい、揮発、浸透等の防

止に係る先進的な設備・技術の導入や代替品

の使用等を通じた有害化学物質等の環境（海

洋環境を含む。）への排出を抑制する事業 

 代替物質の導入によって削減した有害物質の種類及び使用量（t） 

 事業実施により削減された水質汚濁物質（有害物質（カドミウム等）の公共用

水域等への排出量（t）   

 事業実施により削減された排水の化学的酸素要求量（COD）または生物化学

的酸素要求量（BOD） 

 事業実施により削減された大気汚染物質（硫黄酸化物（SOx）、ばいじん、窒

素酸化物（NOx）、揮発性有機化合物（VOC）、水銀等、有害大気汚染物

質（トリクロロエチレン、ダイオキシン類等））の大気中への排出量（t） 

 分析技術の改善や刷新等による CO2 排出量の削減量（t-CO2） 

 生態系維持に貢献する水処理技術導入件数（例:環境改善効果の高いバラス

ト水処理システムの導入件数） 

3-3 フロン類の排出抑制に資する製品の設計又は

製造等を行う事業 

 フロン類排出量の削減量（t-CO2 換算）※ 
※事業を実施しなかった場合に想定されるフロン類排出量（t-CO2 換算）と、事

業実施後のフロン類排出量（t-CO2 換算）を比較して算出 
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 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

3-4 工場等からの排水の高度な処理・再利用や、環

境改善効果の高い下水道施設整備・合流式

下水道の改善等に関する事業 

 エネルギー使用量の削減量（MJ 等） 

 CO2 排出量の削減量（t-CO2） 

 汚泥リサイクル率の向上（％） 

 合流式下水道改善率（％） 

 3-2 の関連する項目を参照すること 

3-5 汚染土壌を処理する事業  汚染土壌の処理に伴う環境負荷の削減量（例:水質汚濁物質の公共用水域

等への排出量（t）、大気汚染物質の大気中への排出量（t）） 

3-6 プラスチックごみによる汚染の防止に資する事業  プラスチック使用製品におけるプラスチック材料のリデュース率（％） 

 プラスチック使用製品のリユース率（％） 

 使用済プラスチックの有効利用率（％）  

 使用済プラスチックのリサイクル率（％） 

 再生材の利用率（％） 

 バイオマスプラスチックの導入率（％） 

 使用されているプラスチックのうち、生分解性の割合又はエンドオブライフにおいて循

環利用（再使用・再生利用）される割合（%)  

 プラスチック使用製品からのマイクロプラスチック放出減少率（％） 

3-7 水質汚濁物質・大気汚染物質・有害化学物質

の排出防止と管理、廃棄物処理の管理等に資

する ICT ソリューションを提供する事業 

関連する項目の指標を参照すること 
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大分類４ 自然資源・土地利用の持続可能な管理に関する事業（持続可能な農業・漁業・水産養殖業・林業、総合的病害虫・雑草管理（IPM）、点滴灌

漑を含む。） 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

4-1 持続可能な農業（有機農業等の環境保全型

農業、点滴灌漑等）に関する事業 

 持続可能な手法※により管理される農地の面積（ha）、持続可能な手法※による

農業生産量（t） 

※有機 JAS 認証の取得、有機農業推進法や特別栽培農産物の基準等を満た

すもの 

 化学農薬使用量（リスク換算）・化学肥料使用量（t）低減 

 環境負荷低減事業活動に取り組む農地の面積（ha）※、環境負荷低減事業活

動の取組による農産物の収穫量（t）※、環境負荷低減事業活動の取組による

温室効果ガスの排出削減量（t-CO2 換算）※ 

※みどりの食料システム法に基づく認定を受ける計画や農産物の環境負荷低減に

関する評価・表示ガイドラインに基づき等級表示を行う農産物に係るもの 

 自然共生サイト（増進活動実施計画等の実施区域）の面積（持続可能な農

業に関する事業を実施している場合に限る）（m2） 

 家畜の排せつ物管理方法の変更や飼料添加物等の給与による家畜由来の温室

効果ガスの排出削減量（t-CO2 換算/年） 

 バイオ炭の農地施用による土壌炭素貯留量（t-CO2 換算/年） 

 農業や漁業の実施に伴う外来種の導入・拡散 

 事業実施に伴う鳥獣被害の増加 

 事業の実施によるエネルギー使用量の増加 

 事業の実施に伴う騒音、外来種の導入・拡散  

 事業実施に伴う土地造成、土地利用の改変による生態系への悪影響 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

4-2 持続可能な漁業や水産養殖業に関する事業  生物多様性・生態系にも配慮した認証の取得（例:取得した MEL 認証、MSC

認証、ASC 認証の認証数又は認証水産物の取扱量） 

 自然共生サイト（増進活動実施計画等の実施区域）の面積（持続可能な漁

業に関する事業を実施している場合に限る）（m2） 

4-3 持続可能な森林経営に関する事業  森林経営計画の作成面積（ha）、森林経営計画が作成されている森林におけ

る森林整備面積（ha）、木材生産量（m3） 

 持続 可能な森 林経営を 民間 機関が認 証する森林認証 （FSC 認 証、

SGEC/PEFC 認証）の取得面積（ha）、森林認証を取得している森林における

森林整備面積（ha）、木材生産量（m3） 

 森林による CO2 吸収量（t-CO2） 

 水源かん養量（m3/年） 

 森林生態系における森林の種多様度、森林蓄積、下層植生の植被率 

 自然共生サイト（増進活動実施計画等の実施区域）の面積（持続可能な森

林経営に関する事業を実施している場合に限る）（m2） 
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 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

4-4 自然景観・都市の緑地・水辺や水・緑のネットワ

ークの保全・創出及び再生に関する事業（グリ

ーンインフラに関する取組を含む。） 

 事業実施前後での都市の緑地、親水空間の面積の変化（m2） 

 都市開発等において、地表面被覆や植生を改善する等、気候変動への対応や生

物多様性等に向けた都市環境の改善が行われた面積（m2） 

 事業によって保全された都市緑地の面積（m2） 

 優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）の取得面積（m2）や取得数 

 炭素固定量（t-CO2） 

 自然共生サイト（増進活動実施計画等の実施区域）の面積（㎡） 

4-5 自然資源への負荷削減に資する事業  事業実施前後の対象領域のエコロジカルフットプリントの削減量（gha）又はエコ

ロジカルフットプリントからカーボンフットプリントを差し引いた値の削減量（gha） 

 製品・サービスの導入前後の対象領域のエコロジカルフットプリントの削減量（gha)

又はエコロジカルフットプリントからカーボンフットプリントを差し引いた値の削減量

（gha） 

 事業実施前後の対象領域の LIME（Life cycle Impact assessment 

Method based on Endpoint modeling; 日本版被害算定型環境影響評価

手法）による評価負荷量の削減量（EINES（Expected Increases in 

Number of Extinct Species; 環境負荷により発生する生物種の絶滅数の増

分期待値）等） 

 製品・サービスの導入前後の対象領域の LIME による評価負荷量の削減量

（EINES 等） 

4-6 自然資源・土地利用の持続可能な管理に資す

る ICT ソリューション（農林水産資源の持続可

能性に関するトレーサビリティシステム、森林管理

システムを含む。）を提供する事業 

関連する項目の指標を参照すること 
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大分類５ 生物多様性保全に関する事業（沿岸・海洋・河川流域環境の保護を含む。） 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

5-1 保護地域や OECM（保護地域以外で生物多

様性保全に資する地域）等における生態系の

健全性の保全・再生を行う事業 

-森林生態系: 

森林の多面的機能の発揮の観点から、多

様な生育段階や樹種から構成される森林が

バランス良くモザイク状に配置された状態を目

指した整備及び保全（森林計画制度に基

づく適正な森林整備、育成単層林における

広葉樹の導入等による針広混交の育成複

層林への誘導、天然生林の適切な保全・管

理、貴重な野生生物の保護など生物多様

性の保全に配慮した森林施業等） 

-農地生態系: 

農業における化学肥料の使用量や化学農

薬の使用によるリスクの低減、有機農業の推

進、家畜排せつ物の適正管理等による環境

負荷の低減、多様な生物の生息・生育・繁

殖環境となる水路・畦畔や防風林などを含

めたモザイク性のある農村景観全体の保全、

荒廃農地・耕作放棄地の再生等 

-都市生態系: 

都市公園の整備や緑地の保全、魅力ある

水辺空間の創出等（グリーンインフラに関す

る取組を含む。） 

-陸水生態系（河川・湖沼・湿地）:河川

を自然に近い形に再生、生物の生息・生

育・繁殖環境及び多様な景観の保全・創出

につながる取組等 

-沿岸・海洋生態系: 

水質浄化・生物多様性の確保及び（又

は）ブルーカーボンを活用した吸収源対策

等に関わる藻場・干潟・サンゴ礁等の海域

 事業によって維持・増加した保護地域・OECM・自然共生サイト面積（km2） 

 代表的な生態系における適切な保全管理が行われた面積（km2）及び動植物

（外来種を除く）の種数・多様性、生息・生育状況 

-森林生態系:森林の種多様度、森林蓄積、下層植生の植被率、森林生態系

を代表する哺乳類・鳥類・昆虫類等の種数・確認頻度※ 等 

-農地生態系:農地生態系を代表する鳥類・両生類・昆虫類等の種数・確認頻

度※ 等 

-都市生態系:都市生態系を代表する鳥類・昆虫類等の種数・確認頻度※ 等 

-陸水生態系（河川・湖沼・湿地）:陸水生態系を代表する鳥類・両生類・貝

類・魚類等の種数・確認頻度※ 等 

-沿岸・海洋生態系（干潟）:シギ、チドリ類の種数・確認頻度※、底生生物の

種数・生息密度、海鳥営巣数 等 

-沿岸・海洋生態系（藻場）:海草藻場・海藻藻場の構成種数、底生生物や

魚類等の種数・確認頻度※ 等 

-沿岸・海洋生態系（サンゴ）:サンゴ礁の構成種数、底生生物や魚類等の種

数・確認頻度※ 等 

※「確認頻度」とは、単位努力量あたりの平均確認数を指す。例えば、 

対象種について、１地点あたり１年で確認できる数の平均等を指す。 

 優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）の取得面積（m2） や取得数  

 生態系の連続性・生態系ネットワーク指数 

 生態系による炭素吸収量（t-CO2） 

 遊水機能をもつ湿地の保全・再生面積（ha/年）地下水かん養量（m3/年） 

 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響 

 モニタリング対象種以外の生物種への悪影響 

 対象地域の外来種の導入、遺伝子プールのかく乱 

 事業実施に伴う鳥獣被害の増加 

 事業実施に伴う騒音 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 
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 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

環境の保全・再生・創出等（ブルーインフラ

に関する取組等を含む） 

5-2 絶滅危惧種※の保全に関係する事業（生息域

内保全・生息域外保全を含む。） 

 

※環境省又は各自治体が作成するレッドリスト

において、絶滅危惧種と評価されている種。 

 絶滅危惧種の生息・生育状況（種数、個体数、生息・生育地点数等） 

 生息生育環境の保全・改善を行っている面積・地点数 

 飼育・栽培・繁殖を行っている絶滅危惧種の種数・個体群数 

 絶滅危惧種で種子等又は生殖細胞等の保存がされている種数・個体群数 

 自然共生サイト（増進活動実施計画等の実施区域）の面積（絶滅危惧種の

保全を実施している場合に限る）（m2） 

 種の保存法に基づく保護増殖事業の一環として行う事業の実施数 

 生態系への悪影響（絶滅危惧種その他在来種の種数・個体数、生息・生育地

点数、生息・生育面積等の減少・消失等） 

 生息域内個体群の遺伝的多様性・個体群特性の撹乱 

 病原体及び寄生生物の伝播・外来種の非意図的導入 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

5-3 侵略的外来種※による負の影響の防止・削減に

資する事業 

 

※環境省及び農林水産省の作成する生態系

被害防止外来種リストにおいて、我が国の生態

系等に被害を及ぼすおそれのある外来種とされ

ている種。 

 外来種に関する CPUE（Capture Per Unit Effort; 単位捕獲努力量当たりの

捕獲数） 

 外来種が占有している面積（m²又は km²、事業の前と後） 

 外来種による被害地域において確認される、その外来種の個体数（防除事業の

事前と後）、外来種による被害地域において確認される希少種や在来種（防除

主体が選定）の種数又は個体数（防除事業の事前と後） 

 被害地域における外来種の防除計画の策定数 

 実施する事業のうち、外来種の非意図的侵入に関して事前に対策を行ったものの

割合（％） 

 産業利用、研究等の用途で意図的に導入した外来種の野生への逸出対策を行う

事業所等の割合（％） 

 事業対象地等において新たに外来種が確認された際に、速やかに防除等の措置を

講じた件数（件） 

 自然共生サイト（増進活動実施計画の実施区域等）の面積（侵略的外来種

の負の影響の防止・削減を実施している場合に限る）（m2） 

 外来植物の刈り取り時における種子の飛散等、生態系への悪影響 

 捕獲後に外来種が脱走することによる分布拡大等、生態系への悪影響 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

5-4 野生鳥獣との適切な距離が保たれ、鳥獣被害

の緩和に貢献する事業 

 鳥獣の推定個体数（頭） 

 鳥獣に関する CPUE（Capture Per Unit Effort; 単位捕獲努力量当たりの捕

獲数） 

 野生鳥獣に関する感染症により、種の存続を脅かす野生鳥獣の大量死や希少鳥

獣への悪影響が確認された数 

 自然共生サイト（増進活動実施計画の実施区域等）の面積（鳥獣被害の緩

和に貢献する事業を実施している場合に限る）（m2） 

 鳥獣の防除において使用する鉛弾による野鳥の鉛中毒等の生態系への悪影響 

等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

5-5 生物多様性保全に資する ICT ソリューション

（衛星、飛行体、IoT 等による生態系モニタリ

ング、鳥獣害防止システム、生物多様性データ

解析等）を提供する事業 

関連する項目の指標を参照すること 関連する項目を参照すること 
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大分類６ クリーンな運輸に関する事業（電動車、公共交通機関、鉄道、自転車、複合輸送、クリーンエネルギーを利用する輸送手段や有害物質の発生抑制の

ためのインフラの整備を含む。） 

 
 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

6-1 電動車、鉄道、自転車、ゼロエミッション船（水

素燃料電池船、バッテリー船等）、内航海運に

おけるハイブリッド船の製造・導入や、それらを利

用するためのインフラの整備等を行う事業 

 CO2 排出量の削減量や回避された量（t-CO2）※ 

※事業を実施しなかった場合若しくは成り行きの場合に想定される CO2 排出量

（t-CO2）と、事業実施後の CO2 排出量（t-CO2）を比較して算出 

 新車販売台数に占める電動車の割合（％） 

 旅客輸送容量※ 

※旅客数（人）×輸送距離（km）若しくは旅客数、又は総輸送量（t）×輸

送距離（km）若しくは総輸送量（t） 

 事業実施によって削減される CO2 排出量の予想量（t-CO2） 

 事業実施により変化した自動車交通量、鉄道運行量 

 大気汚染物質の削減量（例:粒子状物質（PM）、硫黄酸化物（SOx）、

窒素酸化物（NOx）、一酸化炭素（CO）、非メタン揮発性有機化合物

（NMVOCs）） 

 整備距離（km） 

 整備した施設数（箇所）、施設の収容能力（台）、施設の利用率・稼働率

（％） 

 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響 

 輸送手段の利用に伴う外来種の導入・拡散 

 不適切なレアメタル等の金属の採掘・使用・廃棄による環境への悪影響 

 特定の場所、時間帯に集中することによる騒音・振動・大気汚染等の増加 

 事業拠点付近における騒音・廃棄物 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

6-2 計画的な物流拠点の整備、輸送網の集約、モ

ーダルシフト、輸配送の共同化等を通じて物流

システムを効率化する事業 

6-3 エコドライブの支援のための機器や技術（デジタ

ル式運行記録計及び自動運転等）を導入する

事業 

6-4 パークアンドライド、カーシェアリング等のための施

設を整備する事業 

6-5 持続可能な海上輸送に関する事業（カーボン

ニュートラルポートの形成に資する事業（脱炭素

型荷役機械の導入、船舶に陸上電力を供給す

る設備の導入等）、石油燃料流出防止、回収

施設の改善に関する事業、港湾やターミナルの

廃棄物処理に関する事業を含む。） 

 CO2 排出量の削減量（t-CO2） 

 エネルギー使用量の削減量（MJ 等） 

 年間油流出量（t/年） 

 年間油流出事故件数（件/年） 

 

  



付属書 1 明確な環境改善効果をもたらすグリーンプロジェクトの判断指針 

16 

大分類７ 持続可能な水資源管理に関する事業（清浄な水や飲用水の確保のためのインフラ、都市排水システム、河川改修その他の洪水緩和対策を含む。） 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

7-1 水源かん養や雨水の土壌浸透等の水循環を保

全する事業（地下水保全、グリーンインフラに関

する取組を含む。） 

 年間節水量（例:事業実施前後の年間水総使用量（m3/年）と事業実施前

後での水使用削減割合（%）） 

 雨水再生水利用量（m3） 

 雨水浸透施設整備面積（ha） 

 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響 

 外来種等の不適切な植栽の導入 

 濃縮水の放流等による生態系への悪影響 

 エネルギー効率の悪い装置や方法の採用による温暖化への悪影響 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

7-2 水害の発生の防止のための施設の整備を行う事

業 

 浸水面積の減少量（例:事業によって減少する豪雨等の際の想定浸水面積

（ha）） 

7-3 清浄な水や飲用水の確保のためのインフラに関

する事業（上水道の整備や海水を淡水化する

事業を含む。） 

 受益者数（例:事業によって水へのアクセスを得られる人数（人）・世帯数） 

 供給量（m³/年）や供給安定性（例:給水制限日数の削減（日）等） 

7-4 都市排水システムに関する事業（下水システム

の整備、下水汚泥管理、汚染物質の流出を防

ぐ都市排水システムを含む。） 

 事業実施により削減された水質汚濁物質（有害物質（カドミウム等））の公共

用水域等への排出量（t） 

 事業実施により削減された排水の化学的酸素要求量（COD）又は生物化学的

酸素要求量（BOD） 

7-5 サプライチェーン全体で水供給を削減する水効率

技術・設備・水管理活動 

 節水率（%） 

 ウォーターフットプリントの削減量（m3） 
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大分類８ 気候変動に対する適応に関する事業（気候変動の観測や早期警報システム等の情報サポートシステムを含む。） 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

8-1 農業・林業・水産業: 

気候変動に対応する作物品種や技術の開発や

導入（品目転換を含む）、施設栽培・畜産に

おける設備等の導入、生産地の移動、環境負

荷の低い農業の導入に関する事業、気候変動

に対応する養殖品種や技術の開発・導入、魚

種の変化に対応した加工設備の導入、藻場の

保全等の漁場整備に関する事業 等 

 

 高温耐性品種（米）の作付面積（ha） 

 気候変動に対応した品種の開発件数（件） 

 農産物への高温等の影響を回避・軽減するための品目転換面積（ha）、適応

技術の活用面積（ha）  

 飼料生産における、不安定な気象への対応を目的とした、複数草種導入等による

草地改良面積（ha）  

 高水温適応株（ノリなどの海藻類）の開発件数（件） 

 漁場整備のための高水温耐性種の播種・移植による藻場造成面積（ha）、造

成後のモニタリングや食害生物対策の実施面積（ha）等 

 事業（工事段階、設備・施設の稼働段階含む）による自然環境・生態系への悪

影響など、他の環境要素への悪影響空調設備等を始めとする機器等の設置及び

使用時間の増加による温室効果ガス排出量の増加 等 
 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

8-2 水環境・水資源: 

水資源の効率的な活用や渇水対策等の導入、

水道水等の水質保全、水資源の保全に関する

事業 等 

 節水対策導入割合（％） 

 雨水及び塩水利用技術の導入件数（件） 

 事業によって減少する渇水頻度（想定） 

 地下水かん養量（m3） 

 塩水遡上対策の実施件数（箇所） 

 アオコ等発生抑制、流入防止対策件数（箇所）等 

8-3 自然生態系: 

生態系に基づく適応や生態系を活用した防災・

減災（ECO-DRR）等のグリーンインフラに関す

る事業、気候変動影響のモニタリングに関する事

業 等 

 生態系の防災・減災機能が機能した場合としない場合の想定被害額の比較 

 斜面崩壊防止機能:捕捉できる土砂量 

 河川の氾濫原等における湿地の保全・再生面積（ha/年） 

 森林整備面積（ha/年） 

 緑地等の保全対象面積（ha/年）  

 優良緑地確保計画認定制度（TSUNAG）の取得面積（m2）や取得数 

 モニタリング機器の設置件数（台）等 

8-4 自然災害・沿岸域: 

物流、鉄道、港湾、空港、道路、河川、水道イ

ンフラ、廃棄物処理施設、交通安全施設、民

間不動産における、自然環境や生物多様性保

全等にも配慮した防災・減災機能を強化する事

業（気候変動の適応に対応する国土強靭化に

資する事業を含む） 等 

 事業によって減少する気候変動による災害への曝露量（想定）（例:事業によ

って減少する豪雨等の際の想定浸水面積（ha）） 

 適切に保全されている海岸防災林等の割合（％） 

 気候変動の影響を考慮した河川改修事業の総距離（km） 

 遊水地の整備数（件）  

 雨水排水施設の整備数（件） 

 雨水流失抑制量（m3）又は、雨水抑制対策率（％） 

 田んぼダムの取組面積（ha） 等 

8-5 健康: 

気象情報及び暑さ指数（WBGT）の提供や

注意喚起、予防・対処法の普及啓発、発生状

況等に係る情報提供、冷房・除湿器の導入、ク

 年間の熱中症死亡者数の減少（人/年） 

 WBGT 計、温湿度計等のモニタリング機器の設置数（箇所） 

 空調機器の設置率（％） 

 クールスポットの設置件数（件） 
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 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

ールスポットの創出（日除け、ミスト等）やクーリ

ングシェルターの整備、建物の高気密・高断熱

化に関する事業 等  

 クーリングシェルターの整備件数（件） 

 建物の高断熱・高気密化の対応件数（件） 等 

 

8-6 産業・経済活動: 

事業所における気象災害対策や気候リスクの高

いエリアからの移転、暑熱対策、原材料の安定

確保に係る取組等、事業の持続可能性を確保

するための事業 等 

 気象災害によって影響を受ける顧客や従業人数の減少（人） 

 気象災害による修理コストの減少（円） 

 導入した再生可能エネルギーや蓄電池の容量（MWh） 

 水害対策を実施した事業所率（％） 

 従業員等の熱中症罹患件数の減少（件） 

 食品製造等において気候変動への適応策を実施して調達された原材料（高温に

よる品質低下が起こりにくい品種や、気候変動に対応するための品目転換により生

産された農産物）の導入量（t）・導入割合（%）等 

8-7 国民生活・都市生活: 

内水氾濫等の防止に向けた下水道施設の整

備、施設の損壊等に伴う減断水が発生した場

合における迅速で適切な応急措置及び復旧が

行える体制の整備に関する事業 等 

 合流式下水道改善率（％） 

 最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図を作成した団体数 

 雨水浸透設備の導入率（％） 等 

8-8 気象観測や監視、早期警戒システムに関する

事業や気候変動への適応に資する ICT ソリュー

ションを提供する事業 

 早期警戒システムの受益者数（例:アプリ導入人数など）、精度向上（例:的

中確率の向上、予測時間の短縮など）等 

 気候変動への適応に資するものとしては関連する項目の指標を参照すること 
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大分類９ 循環経済に対応した製品、製造技術・プロセス、環境配慮製品に関する事業（環境配慮型製品やエコラベルや認証を取得した製品の開発及び導

入、再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材による包装、循環経済に関するツールやサービスを含む。） 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

9-1 環境に配慮した製品を製造する事業: 

環境配慮型製品やエコラベルや認証を取得した

製品等の開発及び導入、再生材や再生可能

資源等の環境負荷低減効果のある素材による

包装、循環経済に関するツールやサービス（環

境負荷の低減につながる、製品の適切な⾧期

利用を促進するシェアリング、サブスクリプション、リ

ペア・メンテナンス等）、当該製品製造に供する

工場・事業場の建設・改修、食料・農林水産業

における持続可能な加工・流通システムの構築

に資する取組を含む。 

 事業実施によるカーボンフットプリントの削減量（t-CO2）、温室効果ガス排出

の削減貢献量（t-CO2）及び削減実績量（t-CO2/t） 

 再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材の利用量（t）や

割合（％） 

 重要原材料の割合（%）※１ 

 原材料投入量の削減量（t）※１※２ 

※１指標として採用する場合は、算定対象（一次資源、二次資源のいずれか、

もしくはその合計等）を明確にすることが望ましい 

※２事業実施前後の原材料投入量（t）を比較して算出 

 収益に対する原材料投入量の総量（t/円）、原材料投入単位あたりの収益

（円/t） 

 リユースされる製品について、製品寿命に達するまでの平均使用回数 

 同等の製品と比較した際に想定される製品寿命の延⾧（年） 

 持続可能なサプライチェーンから調達されている原材料の割合（％） 

 使用されているプラスチックのうち生分解性の割合（％） 

 製品の廃棄量に対する循環利用量の占める割合 (%) 

 プラスチック容器包装がリユース可能、リサイクル可能、堆肥化可能である割合

（％） 

 ツールやサービスにより回避できた廃棄物の量（t） 

 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響 

 ライフサイクル全体における温室効果ガス排出量の増加 

 製品の製造段階において使用される有害物質の漏えい 

 不適切なレアメタル等の金属の採掘・使用・廃棄による環境への悪影響 等 

 

その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

9-2 温室効果ガス削減に資する技術や製品の研究

開発・実証等に関する事業: 

関連項目に記載されている事業に関連する技

術や製品、水素、アンモニア、CO2 の分離・回

収・貯留・利活用に関する技術、次世代航空

機、ゼロエミッション船（アンモニア燃料船、水素

燃料船等）、SAF（持続可能な航空燃

料）、バイオ燃料等。あくまで例示であり、これに

限られるものではない。 

大分類１、２、３、６等の関連する項目の指標を参照すること  事業による自然環境・生態系への影響など、他の環境要素への悪影響 

 水素、アンモニア等の燃料に関連する事業の場合は、ライフサイクル全体における温

室効果ガス排出量の増加 

 ゼロエミッション船に関する事業の場合は、アンモニア燃料の燃焼時に亜酸化窒素が

発生した場合の環境への悪影響 等 

 

その他、大分類１、２、３、６等の関連する項目を参照すること。また、事業内容等に

より環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合

は留意すること 
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大分類 10 グリーンビルディングに関する事業 
 

 小分類 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例 ネガティブな環境効果の例 

10-1 建築物の省エネルギー性能だけではなく、ライフ

サイクルでの温室効果ガス排出削減、環境負荷

の低い資材の使用、水使用量、廃棄物管理、

生物環境の保全・創出（グリーンインフラに関す

る取組を含む。）等の考慮事項に幅広く対応し

ているグリーンビルディングについて、国内基準に

適合又は CASBEE、LEED 等の国内外で幅

広く認知されている環境認証制度において高い

性能を示す環境認証を取得してその新築又は

改修を行う事業 

【エネルギー効率】 

 単位床面積又は総床面積当たりのエネルギー年間使用量（MJ/m2・年） 

 エネルギー使用量削減割合又は削減貢献割合（%） 

 エネルギー使用量に占める当該施設で発電された再生可能エネルギー発電量の割

合（%） 

【カーボンパフォーマンス】 

 単位床面積若しくは総床面積当たりの年間 CO2 排出量（kgCO2/m2・年） 

 温室効果ガス排出の年間削減量（t-CO2換算/年）、削減貢献量（t-CO2換

算） 

 炭素排出の年間削減割合、削減貢献割合（%） 

 建築物のライフサイクルでの温室効果ガス排出量・削減量（t-CO2換算）又は割

合（%） 

 代替フロン（HFCs）漏洩量の削減量（t-CO2 換算） 

 炭素貯蔵量（t-CO2） 

【資材】 

 環境負荷情報を開示している資材の使用（種類・製品数等） 

 持続可能な森林から産出された木材（森林認証（FSC 認証、SGEC/PEFC 認

証）を取得した森林から産出された木材、又は、クリーンウッド法に基づき合法性が

確認でき、かつその木材が産出された森林の伐採後の更新の担保を確認できる木

材）の調達量（t）や割合（％） 

 再生材や再生可能資源等の利用量（t、m3）や割合（％） 

【水資源使用効率】 
 単位床面積若しくは総床面積当たりの年間水資源使用量（m3/m2 ・年） 

 事業実施前後の年間水総使用量（m3/年）又は事業実施前後での水使用削

減量（%） 

 年間の雨水の採取量と再利用量（m3/年） 

【廃棄物管理】 
 年間の廃棄物の削減量、リユース量、リサイクル量（％）（総廃棄物量に対する

割合）又は量（t/年） 

【認証等の取得数や取得状況】 
 取得した CASBEE、LEED、TSUNAG 等の認証等の種類と評価 

 建築物の新築に伴う土地造成による生態系への悪影響 等 

 

その他、大分類 1~9 までの関連する項目を参照すること 

 

併せて、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や⾧期的な目標との明らかな

不整合が生じ得る場合は留意すること 

※2-1 に記載されている省エネルギー性能の高い建築物の新築又は改修のうち環境認証を取得するものについては、実務上 10-1 の一部として含まれる場合がある。 

※代替フロン（HFCs）漏洩量の削減量（t-CO2 換算）を指標として活用するプロジェクトは、3-3 にも関連する場合がある。 

※TSUNAG は民間事業者等による緑地確保の取組に係る認定制度。例えば、10-1 との関係では、環境改善効果を有する建築物の新築・改修と併せて緑地の整備等を行う際に、当該認定を取得することが考えられる。 
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（参考）環境認証・認定・ラベル表示制度等※について 

（※認証制度は、環境への影響や環境性能以外を評価対象とする場合もあるので、留意が必要） 

■グリーンビルディングの認証 

・BELS認証制度（認証団体:住宅性能評価・表示協会） 

「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System（建築物省エネルギー性能表示制度）」の略称。国土交

通省が定めた「建築物の省エネ性能表示のガイドライン（建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針）」に基づく認証制

度。一次エネルギー消費量をもとに第三者機関が省エネルギー性能を客観的に評価し、5段階の星マークで表示する。 

・LEED認証制度（認証団体:米国グリーンビルディング協会（US Green Building Council）） 

「Leadership in Energy and Environmental Design（エネルギーと環境に配慮したデザインにおけるリーダーシップ）」

の略称。米国発祥のグリーンビルディング認証プログラム。建築物全体の企画・設計から建築施工、運営・メンテナンスまでにわたっ

て様々なシステムを通じ、エネルギー性能をはじめとする総合的環境負荷を評価する。必要条件を満たした上で、取得したポイン

トによって標準認証、シルバー、ゴールド、プラチナの4つの認証レベルが用意されている。 

・CASBEE認証制度（認証団体:一般財団法人建築環境・省エネルギー機構） 

「Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システ

ム）」の略称。建築物を環境性能で評価し格付けする。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はも

とより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価する制度である。評価結果は、Sランク（素晴ら

しい）からCランク（劣る）までの5段階評価となっている。 

・DBJ Green Building認証制度（株式会社日本政策投資銀行及び一般財団法人日本不動産研究所（JREI）） 

対象物件の環境性能のみならず、テナント利用者の快適性、防災・防犯等のリスクマネジメント、周辺環境・コミュニティへの配

慮、ステークホルダーとの協業等を含めた総合的な評価を行う認証制度。評価結果は星5（国内トップクラスの卓越した配慮がな

された建物）から星1（十分な配慮がなされた建物）までの5段階評価となっている。総合評価のうち環境性能項目に関する評

価が確認できる場合、環境認証として有効と考えられる。 

・BREEAM認証制度（認証団体:英国建築研究所（BRE）） 

「BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method」の略称。英国建築研究所

BRE(Building Research Establishment)と、エネルギー・環境コンサルタントのECD Energy and Environmentによって

1990年に開発された。管理、水資源、エネルギー、交通、健康と快適、材料、レジリエンス、敷地利用と生態系、汚染、原材

料、廃棄物、先進的技術の最大12分野で評価される。評価結果は、とても素晴らしい(Outstanding)から合格(Pass)の5段

階評価となっている。世界で最初の環境価値評価指標であり、英国外でも広く利用されている。 
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■持続可能な農林漁業の認証・認定・ラベル表示等 

・有機JAS認証（認証団体:農林水産大臣及び財務大臣の登録を受けた登録認証機関） 

農林水産大臣及び財務大臣の登録を受けた登録認証機関が検査し、有機JASの基準に適合する製造方法等の体制を整

えている有機農産物、有機畜産物の生産者や、有機加工食品の製造業者等を認証、「有機JASマーク」の使用を認める制度。 

・特別栽培農産物表示 

農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく、地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用

回数が50％以下、化学肥料の窒素成分量が50％以下、で栽培された農産物に対する表示制度。 

・みどり認定（認定者:各都道府県知事） 

「みどりの食料システム法」に基づき、環境負荷低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減事業活動実施計画の

認定制度の通称。 

・特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定（認定者:各都道府県知事） 

「みどりの食料システム法」に基づき、地域ぐるみで環境負荷低減に取り組む特定区域（モデル地区）における特定環境負荷

低減事業活動実施計画の認定制度。このほか、特定区域内では、市町村の認可また全員の合意に基づき、区域内の農用地

所有者間での有機農業を促進するための栽培管理協定の締結も可能である。 

・みえるらべる 

農林水産省が定めた「農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン」に則り、等級が付与された農産物に表示でき

る等級ラベルの愛称。第三者による判定や検証を必要としない農業者自己宣言方式を採用しており、上記ガイドラインに則って

算定及び農林水産省への報告を行い、等級を付与された農産物に対して表示が可能。24品目（2025年5月現在）を対象

に、化学肥料・化学農薬や化石燃料の使用量等の栽培情報を用い、生産段階の温室効果ガスの排出と吸収を定量的に算定

し、地域の慣行栽培と比較した削減への貢献度合いに応じて、星1から星3までの3段階評価で「見える化」するもの。米について

は、生物多様性保全の取組の得点に応じて評価し、温室効果ガス削減と合わせて等級表示が可能。 

・自然共生サイト（認定者:環境大臣・農林水産大臣・国土交通大臣） 

「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」に基づき、生物多様性の維持・回復・創出に資す

る活動に対する認定制度。企業等が作成する「増進活動実施計画」のほか、市町村が地域の多様な主体と連携して行う活動

の促進を図る「連携増進活動実施計画」の認定がある。 

・GAP認証制度（運営主体:Agraya GmbH、日本GAP協会） 

農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動であるGAP（Good Agricultural 

Practices:農業生産工程管理）に対する認証制度。「GLOBALG.A.P.」、「ASIAGAP」、「JGAP」の3種類が国内で普及し

ている。 

・MEL認証制度（認証団体:一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会） 
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「Marine Eco-Label」の略称。国内のマリン・エコラベル・ジャパン協議会が運営し、水産資源の持続的利用、環境や生態系

の保全に配慮した管理を積極的に行っている漁業・養殖の生産者と、そのような生産者からの水産物を加工・流通している事業

者を認証する制度である。 

・MSC認証制度（認証団体:海洋管理協議会（Marine Stewardship Council）） 

持続可能性の観点から水産資源や生態系に配慮し、適切に管理されている漁業を行っている事業者に係る「漁業認証」と、

「漁業認証」を取得した事業者で獲られた水産物が、流通・加工過程でそれ以外の水産物と混じることを防ぐため、流通・加工等

を行う事業者に係る「CoC（Chain of Custody）認証」の2種類からなる認証制度。 

・ASC認証制度（認証団体:水産養殖管理協議会（Aquaculture Stewardship Council）） 

環境に大きな負担をかけず、地域社会にも配慮した養殖場の事業者を認証する「養殖業認証」。認証された養殖場の水産物

はASCの認証ラベルが付与される。2025年5月現在、12種類の養殖水産物（アワビ、二枚貝、カレイ目、淡水マス、パンガシウ

ス、サケ、スズキ・タイ・オオニベ類、ブリ・スギ類、エビ、ティラピア、熱帯魚類、海藻）に加え、パイクパーチ養殖、循環型養殖システ

ムに関する種別の認証基準がある。 

・FSC認証制度（認証団体:森林管理協議会（Forest Stewardship Council）） 

環境保全の点から見て適切で、社会的な利益に適い、経済も継続可能な、責任ある管理をされた森林からの木材やその製

品に対する国際的な認証制度。世界中の様々な利害関係者に支持された、責任ある森林管理の原則と基準に基づく森林管

理(FM)認証と、加工・流通過程を対象としたCoC認証の2種類からなる。 

・SGEC/PEFC認証制度（認証団体:緑の循環認証会議（Sustainable Green Ecosystem Council）） 

PEFC認証制度はFSC認証制度と同様にFM認証とCoC認証の2種類からなる制度。PEFC認証制度は、欧米を中心として、

各国で定められた国・地域別の森林認証制度の相互承認を行う制度。この他に日本独自の森林認証制度としてSGEC 

(Sustainable Green Ecosystem Council)がある。 

  



付属書 1 明確な環境改善効果をもたらすグリーンプロジェクトの判断指針 

24 

■生物多様性に配慮したまちづくり・環境創出の認証 

・TSUNAG（認定:国土交通大臣） 

都市緑地法に基づく優良緑地確保計画認定制度の愛称。民間事業者等による良質な緑地確保の取組を、国土交通大臣

が気候変動対策・生物多様性の確保・Well-Beingの向上等の「質」と緑地の「量」の観点から評価・認定する制度である。 

・ABINC認証制度（認証団体:いきもの共生事業推進協議会ABINC（Association for Business Innovation 

in harmony with Nature and Community） 

ABINC認証は主に企業の施設の緑地に関して、生物多様性に貢献する緑地の量・質・形態、緑地の持続可能な維持管

理、緑地を活用したステークホルダーとのコミュニケーション等について評価・認証する。都市再開発、ショッピングセンター、工場、集

合住宅、戸建て住宅団地、物流施設、ゴルフ場、街区について認証を行う。 

・SEGES認証制度（社会・環境貢献緑地評価システム）（認定団体:SEGES評価・認定委員会） 

 Social and Environmental Green Evaluation Systemの略称。企業の保有・創出する緑地事業について、地球温暖

化やヒートアイランド現象の緩和、地域生態系の保全、良好な景観の保全と創出、地域社会とのコミュニティ醸成や安心・安全な

街づくり等、社会や環境に貢献している都市緑化事業を認定する認証制度。総合評価のうち環境性能項目に関する評価が確

認できる場合、環境認証として有効と考えられる。 

・SITES認証制度（認証団体:Green Business Certification Inc.（GBCI）) 

 The Sustainable SITES Initiativeの略称。SITESとは米国のGreen Business Certification Inc.（GBCI）が認証

を行うランドスケープのサステナビリティを包括的に評価する認証制度である。SITES PlatinumからSITES Certifiedの4段階評

価となっている。計画の初期段階から設計、施工、運用、管理段階まで、プロジェクト全体を評価対象としており、生物多様性保

全、水資源保全、省エネルギー等の気候変動の緩和、レジリエンス、資源循環、健康増進、コミュニティ形成などを評価の視点と

している。総合評価のうち環境性能項目に関する評価が確認できる場合、環境認証として有効と考えられる。 

・JHEP認証制度（認証団体:公益財団法人日本生態系協会） 

「Japan Habitat Evaluation and Certification Program」の略称。ハビタット評価認証制度と呼ばれ、日本生態系協

会が運営し、生物多様性の保全への貢献度を、客観的・定量的に評価、認証し、可視化できる国内唯一の認証制度である。

不動産開発から事業所の維持管理、森林整備やビオトープづくりまで、幅広い分野の取組について、新規物件、既存物件を問

わず、設計から竣工に至るいずれの段階でも対応可能で、評価結果も容易に比較することができる特徴がある。 

 

 


